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シ
ー
シ
ェ
パ
ー
ド
に
よ
る
日
本
の
調
査
捕
鯨
船
へ
の
妨
害
行
為
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
質
問
主
意
書
に
て
、
日
本
の
調
査
捕
鯨
船
に
対
す
る
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
妨
害
行
為
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
質

し
、
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
一
二
二
号
）
を
受
け
た
が
、
更
に
具
体
的
な
内
容
を
確
認
し
た
く
、
再
度
以
下
の
事
項
に

つ
い
て
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
の
三
に
対
す
る
答
弁
で
「
内
閣
官
房
を
中
心
に
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
こ
れ
ま
で
の
妨
害
事
例
を
検
討

の
上
、
調
査
捕
鯨
船
団
の
自
衛
措
置
の
強
化
に
対
す
る
支
援
を
行
う
」
と
あ
る
が
自
衛
措
置
の
強
化
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
実
行
さ
れ
た
の
か
示
さ
れ
た
い
。

二

同
じ
く
前
回
質
問
主
意
書
の
三
に
て
「
調
査
捕
鯨
船
団
の
船
員
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
海
上
保
安
官
が
乗
船
す

る
」
と
の
答
弁
を
受
け
た
が
、
海
上
保
安
官
何
名
が
ど
の
よ
う
な
態
勢
で
乗
船
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
ど
の
よ
う

な
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

報
道
に
よ
る
と
、
三
月
六
日
、
豪
警
察
が
帰
港
し
た
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
抗
議
船
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ア
ー
ウ
ィ
ン
号
と
ボ

ブ
・
バ
ー
カ
ー
号
の
二
隻
に
対
し
て
強
制
捜
査
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
抗
議
船
の
一
隻
が
豪
船
籍
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
豪

の
国
内
法
で
立
件
に
踏
み
切
れ
る
か
ど
う
か
が
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
見
通
し
と
見
解
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

一



四

前
回
質
問
主
意
書
の
八
に
対
す
る
答
弁
で
「
公
海
上
で
の
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
妨
害
行
為
を
取
り
締
ま
る
た
め
の
法
整

備
は
困
難
」
と
の
旨
の
見
解
を
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
妨
害
行
為
に
対
し
て
「
海
賊
対
処
法
」
適

用
の
是
非
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

前
回
質
問
主
意
書
の
九
に
対
す
る
答
弁
で
「
今
後
の
捕
鯨
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
鯨
類
は
重
要
な
水
産
資
源
で
あ
り
、

科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
持
続
可
能
な
利
用
を
図
る
べ
き
」
と
の
考
え
を
示
さ
れ
た
が
、
昨
今
、
鯨
肉
の
需
要
が
減
少
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
と
政
府
の
認
識
は
如
何
。
ま
た
今
後
の
調
査
捕
鯨
へ
の
影
響
に
つ
い
て
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

二


